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相
続
対
策
、財
産

管
理
を
模
索

　
日
本
で
は
人
口
の
高
齢
化

に
伴
い
認
知
症
の
患
者
数
が

増
加
し
て
い
る
。
厚
生
労
働

省
の
資
料
に
よ
る
と
、
２
０

１
０
年
の
65
歳
以
上
の
患
者

数
は
推
計
で
約
４
３
９
万

人
、
予
備
軍
と
い
わ
れ
る
Ｍ

Ｃ
Ｉ
（
正
常
と
認
知
症
の
中

間
の
状
態
）
有
病
者
数
は
約

３
８
０
万
人
と
推
計
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
知
的
障
が
い

が
あ
る
人
な
ど
も
考
え
る

と
、
財
産
を
適
切
に
管
理
・

承
継
す
る
こ
と
が
難
し
い
人

が
増
え
て
い
る
。
現
在
、
資

産
の
所
有
者
が
認
知
症
に
な

っ
た
場
合
の
財
産
管
理
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
ケ
ア
さ
れ

て
い
な
い
状
況
で
、
成
年
後

見
制
度
を
利
用
す
る
と
資
産

の
流
動
性
が
低
下
す
る
と
い

っ
た
指
摘
も
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
資
産
の
所
有
者
が
認

知
症
に
な
り
判
断
能
力
を
喪

失
し
た
後
も
家
族
に
と
っ
て

最
適
で
柔
軟
な
財
産
管
理
を

し
た
い
と
の
ニ
ー
ズ
は
高
ま

っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
07
年
の
信

託
法
改
正
で
可
能
に
な
っ
た

家
族
信
託
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
家
族
信
託
は
、
信
頼
で

き
る
家
族
・
親
族
に
財
産
を

託
す
こ
と
で
費
用
を
抑
え
た

柔
軟
な
財
産
管
理
と
相
続
対

策
を
実
現
で
き
る
た
め
、
信

託
を
活
用
し
た
財
産
管
理
手

法
の
一
つ
と
し
て
今
後
、
社

会
に
浸
透
す
る
こ
と
が
確
実

視
さ
れ
て
い
る
。

　
同
協
会
の
宮
田
浩
志
理
事

（
司
法
書
士
宮
田
総
合
法
務

事
務
所
代
表
）
は
「
家
族
信

託
は
委
任
契
約
と
成
年
後
見

制
度
、
遺
言
の
優
れ
た
機
能

を
兼
ね
備
え
て
い
る
」
と
強

調
す
る
。
家
族
信
託
の
活
用

に
よ
り
、
資
産
の
所
有
者
が

元
気
な
う
ち
か
ら
、
資
産
の

管
理
・
運
用
・
処
分
な
ど
を

家
族
に
任
せ
、
所
有
者
本
人

が
判
断
能
力
を
喪
失
し
た
場

合
も
引
き
続
き
家
族
に
よ
る

積
極
的
な
資
産
運
用
が
可
能

と
な
る
。
「
本
人
の
意
思
確

認
作
業
が
不
可
欠
な
委
任
契

約
、
生
前
贈
与
、
相
続
税
対

策
、
資
産
の
積
極
的
活
用
が

で
き
な
い
成
年
後
見
制
度
の

限
界
を
超
え
て
柔
軟
な
対
応

が
で
き
る
」
と
言
う
。

　
ま
た
、
法
定
相
続
の
概
念

に
捉
わ
れ
な
い
資
産
承
継
も

で
き
る
。
通
常
の
遺
言
で
は

二
次
相
続
以
降
の
資
産
承
継

先
の
指
定
は
で
き
な
い
が
、

家
族
信
託
で
は
そ
れ
が
可
能

に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
共
有
不
動
産
は

共
有
者
全
員
が
協
力
し
な
け

れ
ば
処
分
で
き
な
い
が
、
家

族
信
託
を
活
用
し
て
共
有
者

と
し
て
の
権
利
・
財
産
価
値

を
維
持
し
な
が
ら
、
管
理
処

分
権
限
を
共
有
者
の
一
人
に

集
約
す
る
こ
と
で
不
動
産
を

流
動
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
し
か
し
、
家
族
信
託
に
関

す
る
正
し
い
情
報
を
提
供

し
、
家
族
に
対
す
る
最
適
な

相
続
対
策
や
財
産
管
理
を
提

案
で
き
る
専
門
家
が
ま
だ
全

国
的
に
見
て
も
ほ
と
ん
ど
い

な
い
と
い
う
の
が
現
状
だ
。

信
託
銀
行
は
基
本
的
に
金
銭

信
託
の
み
で
不
動
産
は
預
か

ら
な
い
た
め
、
一
般
個
人
の

相
続
対
策
・
財
産
管
理
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
き
れ
て
い
な

い
。
信
託
会
社
は
不
動
産
を

預
か
る
こ
と
は
で
き
る
も
の

の
、
管
理
会
社
と
し
て
の
役

割
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
預

か
っ
た
不
動
産
を
売
却
し
て

ほ
か
の
不
動
産
に
組
み
替
え

る
と
い
っ
た
柔
軟
な
対
応
は

で
き
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え

て
、
家
族
信
託
を
め
ぐ
る
課

題
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、

制
度
設
計
の
自
由
度
が
高
い

家
族
信
託
で
最
適
な
相
続
対

策
や
財
産
管
理
を
模
索
す
る

こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た

の
が
家
族
信
託
普
及
協
会

だ
。
芳
屋
氏
は
「
家
族
信
託

は
受
託
者
が
家
族
に
な
る
た

め
、
安
心
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ス
ト
も
不
要
だ
。
多
く
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
も
の
の
普

及
が
進
ん
で
い
な
い
。
個
人

の
資
産
管
理
、
相
続
に
関
連

す
る
業
界
・
団
体
な
ど
と
連

携
し
て
社
会
へ
の
周
知
を
図

っ
て
い
き
た
い
」
と
話
す
。

ユ
ー
ザ
ー
の
利
便

性
も
高
め
る

　
同
協
会
は
、
保
険
募
集
人

や
司
法
書
士
、
税
理
士
、
公

認
会
計
士
、
弁
護
士
な
ど
を

正
会
員
と
し
て
活
動
す
る
。

主
な
活
動
内
容
は
、
①
家
族

信
託
制
度
の
あ
ら
ま
し
と
正

し
い
活
用
方
法
の
社
会
へ
の

認
知
・
普
及
②
同
制
度
の
相

談
対
応
と
プ
ラ
ン
設
計
の
品

質
向
上
③
同
制
度
の
円
滑
な

活
用
に
向
け
た
関
係
各
機
関

や
団
体
へ
の
働
き
掛
け
④
同

制
度
の
悪
用
防
止
の
た
め
の

運
営
ル
ー
ル
づ
く
り
と
関
係

機
関
と
の
連
携
。

　
①
で
は
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー

の
同
制
度
に
つ
い
て
の
理
解

促
進
を
図
る
た
め
、
セ
ミ
ナ

ー
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
情

報
を
発
信
す
る
と
と
も
に
、

出
版
物
を
発
行
す
る
。
②
で

は
、
ユ
ー
ザ
ー
に
ア
ド
バ
イ

ス
す
る
専
門
職
に
対
し
て
実

務
研
修
会
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

研
修
会
を
実
施
す
る
ほ
か
、

活
用
事
例
な
ど
の
情
報
や
信

託
設
計
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
業
務
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ

の
提
供
を
行
う
。
ま
た
、
個

別
案
件
に
関
す
る
実
務
サ
ポ

ー
ト
な
ど
も
推
進
す
る
。
③

で
は
、
保
険
会
社
な
ど
の
金

融
機
関
、
保
険
営
業
担
当

者
、
保
険
代
理
店
、
フ
ァ
イ

ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
の

ほ
か
、
税
理
士
、
司
法
書

士
、
弁
護
士
、
公
証
役
場
な

ど
の
法
律
専
門
職
、
不
動
産

の
販
売
業
者
や
仲
介
業
者
、

建
設
業
者
、
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ

ー
な
ど
、
相
続
問
題
に
対
応

す
る
企
業
・
団
体
と
ア
ラ
イ

ア
ン
ス
を
組
み
、
同
制
度
の

活
用
を
拡
大
す
る
。
④
で

は
、
制
度
運
用
の
自
主
ル
ー

ル
策
定
や
関
係
機
関
と
の
情

報
交
換
に
よ
っ
て
、
同
制
度

に
関
す
る
知
識
を
悪
用
し
て

高
齢
者
や
障
が
い
者
の
財
産

を
搾
取
し
よ
う
と
す
る
個
人

・
団
体
か
ら
ユ
ー
ザ
ー
を
保

護
す
る
。
さ
ら
に
、
導
入
さ

れ
た
家
族
信
託
の
仕
組
み
が

長
期
に
わ
た
っ
て
適
切
に
機

能
し
て
い
る
こ
と
を
監
視
す

る
た
め
、
「
信
託
監
督
人
」

業
務
を
担
う
。

　
正
会
員
の
登
録
に
当
た
っ

て
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

の
初
回
登
録
時
に
ビ
デ
オ
視

聴
に
よ
る
受
講
と
試
験
を
受

け
る
。
登
録
料
は
２
万
円

（
税
別
）
。
正
会
員
は
各
種

研
修
ツ
ー
ル
の
閲
覧
、
同
制

度
の
普
及
と
相
談
業
務
を
遂

行
す
る
た
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ

類
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
や
、
同

協
会
が
主
催
す
る
セ
ミ
ナ
ー

な
ど
に
会
員
価
格
で
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

の
年
間
利
用
料
は
１
万
２
０

０
０
円
（
税
別
）
。
次
年
度

以
降
は
２
年
更
新

で
２
万
４
０
０
０

円
と
な
る
。

　
芳
屋
氏
は
「
相

続
や
財
産
管
理
に

親
和
性
の
あ
る
保

険
業
界
関
係
者
な

ど
、
会
員
の
制
度

へ
の
理
解
を
促
進

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

顧
客
に
制
度
を
案

内
す
る
仕
組
み
を

構
築
し
た
い
」
と

強
調
す
る
。
07
年

の
法
改
正
か
ら
間

も
な
い
た
め
、
家

族
信
託
の
組
成
事
例
は
ま
だ

そ
う
多
く
は
な
い
。
今
後
、

家
族
信
託
を
活
用
す
る
中
で

さ
ま
ざ
ま
な
好
事
例
を
収
集

し
、
的
確
な
提
案
方
法
や
活

用
方
法
を
抽
出
。
正
会
員
の

知
識
向
上
、
実
務
支
援
に
向

け
た
情
報
と
し
て
提
供
し
て

い
く
。
専
門
家
同
士
の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
行
い
、
同

制
度
の
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性

向
上
も
図
る
。
宮
田
氏
は

「
家
族
に
よ
る
家
族
の
た
め

の
信
託
と
し
て
同
制
度
を
定

着
さ
せ
た
い
。
保
険
募
集
人

に
と
っ
て
も
顧
客
と
の
話
の

切
り
口
の
一
つ
と
し
て
同
制

度
を
用
意
す
る
こ
と
で
差
別

化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
て
い
る
。

　家族信託普及協会が６月13日に開催する
同協会設立記念イベント「家族信託・制度
と可能性を学ぶシンポジウム」では、芳屋
氏と宮田氏が家族信託の仕組みなどを解説
するとともに、プルデンシャル生命の本多
巨樹氏のほか実務者と顧客が意見交換する
パネルディスカッションが行われる。
【日時】6月13日 午後3時半～5時半
【会場】アルカディア市ヶ谷（私学会館）
【住所】東京都千代田区九段北4-2-25
【定員】100人
【参加費】無料
【問い合わせ】info@kazokushintaku.org

家族信託
制度と可能性を学ぶシンポジウム

制
度
確
立
へ
活
動
本
格
化

保
険
募
集
人
の
有
効
な
提
案
手
法
に

家族信託
普及協会　

家
族
信
託
普
及
協
会
が
活
動
を
本
格
化
さ
せ
る
。
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
た
め

の
相
続
対
策
と
財
産
管
理
の
必
要
性
が
高
ま
る
中
、
信
頼
で
き
る
家
族
・
親
族
に

財
産
を
託
す
家
族
信
託
制
度
の
確
立
を
実
現
す
る
。
専
門
家
お
よ
び
保
険
募
集
人

な
ど
を
正
会
員
と
し
て
同
制
度
の
正
し
い
知
識
と
情
報
を
提
供
。
保
険
募
集
人
は

そ
れ
ぞ
れ
の
顧
客
に
同
制
度
を
活
用
し
た
相
続
対
策
や
財
産
管
理
を
提
案
で
き

る
。
芳
屋
昌
治
代
表
理
事
（
プ
ロ
サ
ー
チ
代
表
取
締
役
）
は
「
生
保
と
相
続
は
親

和
性
が
あ
る
。
家
族
信
託
は
保
険
募
集
人
に
と
っ
て
有
効
な
提
案
手
法
の
一
つ
に

な
る
」
と
強
調
す
る
。

家
族
に
よ
る
家
族
の
た
め
の
信
託

芳屋氏宮田氏


